
川崎市上下水道局規程第４３号 

川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程を次の 

ように定める。 

令和７年１２月１５日 

川崎市上下水道事業管理者 白 鳥 滋 之 

 

川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程 

川崎市上下水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程（平成

７年川崎市水道局規程第１７号）の全部を改正する。 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「特例政令」という。）の規定が適用される契約に関

する川崎市上下水道局契約規程（昭和４１年川崎市水道局規程第２８号。以下

「契約規程」という。）の特例及び特例政令の施行については、川崎市物品等

又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年川崎市規則第９２号）

の規定を準用する。この場合において、第１条中「川崎市契約規則（昭和３９

年川崎市規則第２８号。以下「契約規則」という。）」とあるのは「川崎市上

下水道局契約規程（昭和４１年川崎市水道局規程第２８号。以下「契約規程」

という。）」と、第３条中「契約規則第２２条第３項」とあるのは「契約規程

第２２条第３項」と、第４条第１項及び第２項、第５条第１項、第６条から第

８条まで、第１０条、第１１条第１項並びに第１２条中「市長」とあるのは「

上下水道事業管理者」と、第４条第１項中「契約規則第５条」とあるのは「契

約規程第５条」と、同条第４項中「契約規則第１８条」とあるのは「契約規程

第１８条」と、第５条第２項中「契約規則第２３条第１項」とあるのは「契約

規程第２３条第１項」と、第６条、第９条第４号及び第１１条第２項第２号中

「部局」とあるのは「課」と、第７条第３項中「契約規則第２３条第２項」と



あるのは「契約規程第２３条第２項」と読み替えるものとする。 

附 則 

この規程は、令和８年１月１日から施行する。 


